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別表十六(九)
｢８｣欄又は｢９｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

P90～94参照

P95～102参照



○　別表十六(九)｢８｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

(第42条の５第１項第１号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00432

(｢第42条の５第６項(同条第
１項第１号イ｣又は｢平成25年
旧措置法第42条の５第１項第
１号イ｣))

(第42条の５第１項第１号ロ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00435

(平成26年旧措置法第42条の
５第１項第１号ハ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00438

(平成26年旧措置法第42条の
５第６項(同条第１項第１号
ハ))

(｢第42条の５第１項第１号
ハ｣、｢平成26年旧措置法第42
条の５第１項第１号ニ｣、｢平
成25年旧措置法第42条の５第
１項第１号ハ｣又は｢平成24年
旧措置法第42条の５第１項第
１号ロ｣)

(第42条の６第１項第１号)

(｢第42条の５第１項第２号｣
又は｢平成25年旧措置法第42
条の５第１項第２号ロ｣)

中小企業者等が機械等を取得した場
合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00032

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00291

(平成25年旧措置法第42条の
５第１項第２号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00294

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00404

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00288

エネルギー環境負荷低減推進設備等
を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00401 ｢８｣の欄の金額

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00285

(平成24年旧措置法第42条の
５第１項第１号イ)
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

中小企業者等が機械等を取得した場
合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00035 ｢８｣の欄の金額

(第42条の６第１項第２号)

(第42条の６第１項第３号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00041

(第42条の６第１項第４号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00488

(第42条の６第２項)

第42条の６第５項 00491

国家戦略特別区域において機械等を
取得した場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00499

(第42条の10第１項第１号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00502

(第42条の10第１項第１号ロ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00505

(第42条の10第１項第２号)

生産性向上設備等を取得した場合の
特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00510

(第42条の12の５第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00513

(第42条の12の５第２項)

第42条の12の５第５項 00516

公害防止用設備の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00413

特定中小企業者等が経営改善設備を
取得した場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00446

国際戦略総合特別区域において機械
等を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00299

国内の設備投資額が増加した場合の
機械等の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00442

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00038
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

船舶の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00308 ｢８｣の欄の金額

(第43条第１項第２号)

耐震基準適合建物等の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00519

(第43条の２第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00522

(第43条の２第２項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00311

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00386

共同利用施設の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00314

特定農産加工品生産設備等の特別償
却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00389

(第44条の４第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00317

(第44条の４第２項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(第44条の５第１項)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00525

(第44条の５第２項)

特定地域における工業用機械等の特
別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00121

(第45条第１項第１号イ)

(第45条第１項第１号ロ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00416

(平成26年旧措置法第45条第
１項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00528

(第45条第１項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00329

沖縄の産業高度化・事業革新促進地
域において工業用機械等を取得した
場合の特別償却

関西文化学術研究都市の文化学術研
究地区における文化学術研究施設の
特別償却

集積区域における集積産業用資産の
特別償却

特定信頼性向上設備等の特別償却 00452 
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

｢８｣の欄の金額

(平成26年旧措置法第45条第
１項第３号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00531

(第45条第１項第３号)

沖縄の経済金融活性化特別地区にお
いて工業用機械等を取得した場合の
特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00534

(第45条第２項第１号)

(平成26年旧措置法第45条第
２項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00561

(第45条第２項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00537

(第45条第２項第３号)

(第45条の２第１項第１号)

(第45条の２第１項第２号)

障害者を雇用する場合の機械等の割
増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00338

次世代育成支援対策に係る基準適合
認定を受けた場合の建物等の割増償
却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00341

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の
割増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00344

医療用機器等の特別償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00332

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00335

支援事業所取引金額が増加した場合
の三年以内取得資産の割増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00172

沖縄の離島地域における旅館業用建
物等の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00136

特定地域における産業振興機械等の
割増償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00455

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00458

沖縄の国際物流拠点産業集積地域に
おいて工業用機械等を取得した場合
の特別償却

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00419
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

特定再開発建築物等の割増償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

｢８｣の欄の金額

(｢第47条の２第３項第１
号｣、｢平成25年旧措置法第47
条の２第３項第１号｣又は｢平
成23年旧措置法第47条の２第
３項第１号｣)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

(第47条の２第３項第２号イ)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00470

(第47条の２第３項第２号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00540

(第47条の２第３項第３号)

｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

※　区分番号｢00458｣は、平成26年旧措置法第45条第２項第２号のうち、奄美郡島に係る措置の適用を
　受ける場合が該当します。離島振興対策実施地域に係る措置の適用を受ける場合には、区分番号
　｢00561｣が該当します。

00461

00467

00479

(｢第47条の２第３項第４
号｣、｢平成26年旧措置法第47
条の２第３項第３号｣、｢平成
25年旧措置法第47条の２第３
項第４号｣又は｢平成23年旧措
置法第47条の２第３項第５
号｣)

倉庫用建物等の割増償却 ｢第52条の３第１項｣又は｢第
52条の３第11項｣

00350
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○　別表十六(九)｢９｣の欄に金額の記載がある場合の記載事項

法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

エネルギー需給構造改革推進設
備等を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00016 ｢９｣の欄の金額

(平成23年12月旧措置法第42
条の５第１項第３号)

(第42条の５第１項第１号イ)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00286

(｢平成24年旧措置法第42条の
５第１項第１号イ｣又は｢平成
23年12月旧措置法第42条の５
の２第１項第１号イ｣)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00405

(第42条の５第１項第１号ロ)

(平成23年12月旧措置法第42
条の５第１項第１号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00020

(平成23年12月旧措置法第42
条の５第１項第２号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00024

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00028

(平成23年12月旧措置法第42
条の５第１項第４号)

エネルギー環境負荷低減推進設
備等を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00402

00433

(｢第42条の５第６項(同条第
１項第１号イ)｣又は「平成25
年旧措置法第42条の５第１項
第１号イ｣)
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

エネルギー環境負荷低減推進設
備等を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00436 ｢９｣の欄の金額

(平成26年旧措置法第42条の
５第１項第１号ハ)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00439

(平成26年旧措置法第42条の
５第６項(同条第１項第１号
ハ))

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00292

(｢平成25年旧措置法第42条の
５第１項第２号イ｣又は｢平成
23年12月旧措置法第42条の５
の２第１項第２号イ｣)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00295

(｢第42条の５第１項第２
号｣、｢平成25年旧措置法第42
条の５第１項第２号ロ｣又は｢
平成23年12月旧措置法第42条
の５の２第１項第２号ロ｣)

(第42条の６第１項第１号)

(第42条の６第１項第２号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00289

(｢第42条の５第１項第１号
ハ｣、｢平成26年旧措置法第42
条の５第１項第１号ニ｣、｢平
成25年旧措置法第42条の５第
１項第１号ハ｣、｢平成24年旧
措置法第42条の５第１項第１
号ロ｣又は｢平成23年12月旧措
置法第42条の５の２第１項第
１号ロ｣)

中小企業者等が機械等を取得し
た場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00033

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00036
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

｢９｣の欄の金額

(第42条の６第１項第３号)

(第42条の６第１項第４号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00489

(第42条の６第２項)

沖縄の特定中小企業者が経営革
新設備等を取得した場合の特別
償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

(平成24年旧効力措置法第42
条の10第１項)

国家戦略特別区域において機械
等を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00500

(第42条の10第１項第１号イ)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00503

(第42条の10第１項第１号ロ)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00506

(第42条の10第１項第２号)

生産性向上設備等を取得した場
合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00511

(第42条の12の５第１項)

中小企業者等が機械等を取得し
た場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00039

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00042

特定中小企業者等が経営改善設
備を取得した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00447

00084

国際戦略総合特別区域において
機械等を取得した場合の特別償
却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00300

国内の設備投資額が増加した場
合の機械等の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00443
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

生産性向上設備等を取得した場
合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00514 ｢９｣の欄の金額

(第42条の12の５第２項)

公害防止用設備の特別償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00414

(｢第43条第１項第２号｣又は｢
平成25年旧措置法第43条第１
項第２号)

耐震基準適合建物等の特別償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00520

(第43条の２第１項)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00523

(第43条の２第２項)

関西文化学術研究都市の文化学
術研究地区における文化学術研
究施設の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00312

集積区域における集積産業用資
産の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00387

共同利用施設の特別償却

(第44条の４第１項)

(第44条の４第２項)

(平成25年旧措置法第44条の
５第１項)

船舶の特別償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00309

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00315

特定農産加工品生産設備等の特
別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00390

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00318

特定高度通信設備の特別償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00321
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

｢９｣の欄の金額

(第44条の５第１項)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00526

(第44条の５第２項)

(平成25年旧措置法第45条第
１項第１号イ)

(｢第45条第１項第１号イ｣又
は｢平成25年旧措置法第45条
第１項第１号ロ｣)

(平成25年旧措置法第45条第
１項第１号ハ)

(｢第45条第１項第１号ロ｣又
は｢平成25年旧措置法第45条
第１項第１号ニ｣)

(平成26年旧措置法第45条第
１項第２号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00529

(第45条第１項第２号)

沖縄の国際物流拠点産業集積地
域において工業用機械等を取得
した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00420

(平成26年旧措置法第45条第
１項第３号)

特定信頼性向上設備等の特別償
却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00453

特定地域における工業用機械等
の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00324

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00122

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00327

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00330

沖縄の産業高度化・事業革新促
進地域において工業用機械等を
取得した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00417
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

沖縄の国際物流拠点産業集積地
域において工業用機械等を取得
した場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00532 ｢９｣の欄の金額

(第45条第１項第３号)

沖縄の経済金融活性化特別地区
において工業用機械等を取得し
た場合の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00535

沖縄の離島地域における旅館業
用建物等の特別償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00137

特定地域における産業振興機械
等の割増償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00456

(第45条第２項第１号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00459

(平成26年旧措置法第45条第
２項第２号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00562

(第45条第２項第２号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00538

(第45条第２項第３号)

医療用機器等の特別償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00333

(｢第45条の２第１項第１号｣
又は｢平成25年旧措置法第45
条の２第１項第１号｣)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00336

(｢第45条の２第１項第２号｣
又は｢平成25年旧措置法第45
条の２第１項第２号｣)

障害者を雇用する場合の機械等
の割増償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00339
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

｢９｣の欄の金額

特定再開発建築物等の割増償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

(｢第47条の２第３項第１
号｣、｢平成25年旧措置法第47
条の２第３項第１号｣又は｢平
成23年旧措置法第47条の２第
３項第１号｣)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

(平成25年旧措置法第47条の
２第３項第２号)

(第47条の２第３項第２号イ)

(第47条の２第３項第２号ロ)

(平成25年旧措置法第47条の
２第３項第３号)

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00541

(第47条の２第３項第３号)

支援事業所取引金額が増加した
場合の三年以内取得資産の割増
償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00173

次世代育成支援対策に係る基準
適合認定を受けた場合の建物等
の割増償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00342

サービス付き高齢者向け賃貸住
宅の割増償却

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00345

00462

00465

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00468

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00471

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00477
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法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 記載する金額

特定再開発建築物等の割増償却 ｢９｣の欄の金額

(｢第47条の２第３項第４
号｣、｢平成26年旧措置法第47
条の２第３項第３号｣、｢平成
25年旧措置法第47条の２第３
項第４号｣又は｢平成23年旧措
置法第47条の２第３項第５
号｣

倉庫用建物等の割増償却 ｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00351

※　区分番号｢00459｣は、平成26年旧措置法第45条第２項第２号のうち、奄美郡島に係る措置の適用
　を受ける場合が該当します。離島振興対策実施地域に係る措置の適用を受ける場合には、区分番
　号｢00562｣が該当します。

｢第52条の３第２項｣、｢第52
条の３第３項｣又は｢第52条の
３第12項｣

00480
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